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皆さまには、日頃より私ども高知銀行への温かいご支援、お引き立てを賜り誠にありがとうございます。また、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

このたび、当行では、森下勝彦が会長に就任し、海治勝彦が頭取に就任いたしました。引き続きご支援、ご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます。

地域経済は、少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少などを背景とした経済規模の縮小等の課題を内包しているこ
とに加え、コロナ禍により深刻な影響を受けております。このような状況において、当行は、地域とともに歩む金融機
関として金融仲介機能を最大限に発揮し、地域経済の回復に貢献していくことが喫緊の使命であると認識しております。

こうした認識のもと、２０２１年４月よりスタートさせた中期経営計画「こうぎん新創造 第Ⅱ期：進化」では、デジタ
ル技術等を活用した抜本的な業務効率化と、グループ全体の連携強化で組織をさらに進化させ、「地域の皆さまを起
点とした協働」をより一層深化させてまいります。

前中期経営計画「変革」で構築した経営基盤を土台として、目指す姿「地域の価値向上に貢献する金融インフラ」
の実現に向けて、地域の皆さまを起点とした協働により共通価値を創造していく「ベスト・リージョナル・コラボレーショ
ン・バンク」の考え方を、様々なステークホルダーとサステナブル社会の実現を目指すＳＤＧｓに重ね合わせ、より付加
価値の高いサービスを、役職員が一丸となって展開してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
2021年７月

ごあいさつ

PROF I L E � （2021年3月31日現在）
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経営理念

熱　意
高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の
発展と暮らしの向上に貢献します。

調　和
高知銀行は、調和のとれた経営をもって、
お客さまの信頼に応えます。

誠　実
高知銀行は、創意と誠実をもって、お客さまに
奉仕します。

郷土高知を照らす太陽と、「熱意」の姿勢を赤に

穏やかにそびえる山々と、「調和」への願いを緑に

躍る黒潮と、「誠実」の精神を青にたとえて

高知銀行のシンボルマークは「ビビッドK」。
右上の赤は地域の皆さまを、右下の緑は地元企業の
皆さまを、そして、それぞれのニーズを受け止める
高知銀行を左の青で表しています。
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5年間の主要な経営指標等の推移 
（単位：百万円）

決 算 年 月
2017年3月期 
2016年4月  1日から （2017年3月31日まで）

2018年3月期 
2017年4月  1日から （2018年3月31日まで）

2019年3月期 
2018年4月  1日から （2019年3月31日まで）

2020年3月期 
2019年4月  1日から （2020年3月31日まで）

2021年3月期 
2020年4月  1日から （2021年3月31日まで）

経  常  収  益 18,278 18,123 17,311 17,470 18,074
経  常  利  益 2,883 2,695 1,719 2,324 1,391
当  期  純  利  益 2,113 1,648 900 1,258 792
資 　 本 　 金 19,544 19,544 19,544 19,544 19,544

発 行 済 株 式 総 数 〈千株〉

普通株式
102,448

第1種優先株式
75,000

普通株式
10,244

第1種優先株式
7,500

普通株式
10,244

第1種優先株式
7,500

普通株式
10,244

第1種優先株式
7,500

普通株式
10,244

第1種優先株式
7,500

純  資  産  額 67,522 69,149 68,786 64,799 70,290
総  資  産  額 1,082,187 1,103,805 1,085,214 1,112,553 1,233,881
預  金  残  高 900,057 920,766 902,030 920,654 1,008,684
貸  出  金  残  高 688,750 695,143 698,420 714,678 750,220
有  価  証  券  残  高 313,285 314,468 304,272 299,751 307,672
1 株 当 た り 純 資 産 額 〈円〉 5,155.50 5,337.65 5,302.38 4,908.65 5,451.74

1 株 当 た り 配 当 額
（ う ち 1 株 当 た り 中 間 配 当 額 ） 〈円〉

普通株式
2.50

（1.00）
第1種優先株式

2.568
（1.027）

普通株式
16.00
（1.00）

第1種優先株式
15.718
（0.982）

普通株式
25.00

（10.00）
第1種優先株式

24.720
（9.888）

普通株式
25.00

（10.00）
第1種優先株式

24.720
（9.888）

普通株式
25.00

（10.00）
第1種優先株式

24.920
（9.968）

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 〈円〉 189.15 144.49 70.72 106.07 59.83
潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り

〈円〉 91.13 75.46  35.95 43.31 25.57
当 期 純 利 益
自 己 資 本 比 率 （ 国 内 基 準 ） 〈％〉 9.78 9.65 9.60 9.25 9.43
自 己 資 本 利 益 率 〈％〉 3.15 2.41 1.30 1.88 1.17
株 価 収 益 率 〈倍〉 6.92 9.01 11.45 5.97 14.20
配  当  性  向 〈％〉 13.22 17.30 35.35 23.56 41.78
従  業  員  数 〈人〉 871 852 825 797 767

（注） 1. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
 2. 2021年3月期中間配当についての取締役会決議は2020年11月10日に行いました。
 3. 2017年10月1日付で普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
  「1株当たり純資産額」「1株当たり当期純利益」および「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、2017年3月期の期首に当該株式併合が実施されたと仮定して算

出しております。
 4. 2017年10月1日付で普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。2018年3月期の普通株式の1株当たり配当額16.00円

は、中間配当額1.00円と期末配当額15.00円の合計となり、中間配当額1.00円は株式併合前の配当額、期末配当額15.00円は株式併合後の配当額となります。
  また、2018年3月期の第1種優先株式の1株当たり配当額15.718円は、中間配当額0.982円と期末配当額14.736円の合計となり、中間配当額0.982円は株式

併合前の配当額、期末配当額14.736円は株式併合後の配当額となります。

　当行は、全役職員が一致協力して地域に密着した営業活動を展開し、業績の向上と経営体質の改
善強化に努めてまいりました。
　その結果、譲渡性預金を含む預金等の残高は、期中749億円増加して、期末残高は1兆503億円（前期
末比7.68％増）となりました。一方、貸出金はコロナ禍により、社会・経済活動が停滞する厳しい状況
の中、金融仲介機能を発揮して地域中小企業の資金繰り支援に真摯に取り組んでまいりました結果、
期中355億円増加して、期末残高は7,502億円（前期末比4.97％増）となりました。
　また、有価証券は、期中79億円増加して、期末残高は3,076億円（前期末比2.64％増）となりました。
　損益面では、経常利益は前期比9億33百万円減少して13億91百万円（前期比40.14％減）、当期純利益
は同4億66百万円減少して7億92百万円（前期比37.04％減）となりました。

決算の概要

単体自己資本比率（国内基準）
 （単位：百万円）

　 2020年3月末 2021年3月末
自己資本比率 9.25% 9.43%
　自己資本（コア資本） 62,421 63,257
　　コア資本に係る基礎項目 62,586 63,447
　　コア資本に係る調整項目（△） 164 189
　リスク・アセット等 674,351 670,495

（注） 自己資本比率は銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第
19号に定められた算式に基づき算出しております。なお、当行は、国内基
準を適用しております。

格付 

　高知銀行は、株式会社日本格付研究所（JCR）から長
期優先債務格付けで「BBB」（トリプルB）の格付けを取
得しております。

低い

高い

性
全
安BBB̶

BBB当行
BBB+

D

C

CC

CCC

B

BB

BBB

A

AA

AAA

2021年3月31日現在

※ 格付けは、利害関係のな
い格付け機関が企業の財
務内容等を客観的に評価
し、分かりやすく記号で
表したものです。

※ AAからBまでの格付記号
には同一等級内での相対的位置を示すものとして、
プラス（＋）もしくはマイナス（ー）の符号による区分
があります。
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貸出金 

　地域の中小企業を中心とする事業資金の需要に積極的
にお応えするなど、貸出金の増強に努めた結果、貸出金
残高は前期末比355億円増加して7,502億円となりました。

預金等（譲渡性預金含む）

　地域に密着した営業活動を展開した結果、預金等残
高は前期末比749億円増加して1兆503億円となりました。

従業員1人当たり効率 

　営業部門への人的資源の投入と併せ、営業態勢を再
構築するなど、営業効率の向上に取り組んでおります。
期末従業員数（嘱託および臨時従業員を含んでおりま
せん）は、前期末比30人減少して767人となりました。
この結果、従業員1人当たりの預金等残高は13億69
百万円、貸出金残高は9億78百万円となりました。

経費 

　物件費の削減等に取り組み、経費全体では前期比1
億86百万円減少して112億66百万円となりました。

コア業務純益・経常利益・当期純利益 

　地域に密着した営業活動を展開し、業績の向上と経
営体質改善強化に努めた結果、コア業務純益は26億32
百万円、経常利益は13億91百万円、当期純利益は7億
92百万円となりました。

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

1,5211,521
1,7191,719

900900

2,2352,235
2,3242,324

1,2581,258

2,6322,632

1,3911,391

792792

コア業務純益
      （百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
   （百万円）

●コア業務純益
コア業務純益とは、資金の運用収支、手数料等の収支、外国為替や
債券等の売買の損益等の利益から債券に係る損益と経費を差し引い
て算出される利益で「銀行の本業での業績を表す指標」といわれてお
ります。

自己資本比率 

　経営の健全性の重要な指標とされる自己資本比率
は、前期比0.18ポイント上昇して9.43％となりました。

698,420

468,879

714,678

473,808

750,220

500,653

2019年3月 2020年3月 2021年3月

貸出金残高（百万円） うち高知県内貸出金残高（百万円）

950,700

779,692

975,354

791,463

1,050,344

863,028

2019年3月 2020年3月 2021年3月

預金等残高（百万円） うち高知県内預金等残高（百万円）預金等残高（百万円） うち高知県内預金等残高（百万円）

825 797 767

2019年3月 2020年3月 2021年3月

1,152
846

1,223
896

1,369

978

期末従業員数（人） 1人当たり預金等残高（百万円）
1人当たり貸出金残高（百万円）

6,279

4,674

789
11,743

6,166

4,510

775
11,452

5,984

4,393

889
11,266

2020年3月期2019年3月期 2021年3月期

人件費（百万円） 物件費（百万円） 税金（百万円）

国内基準国内基準 4.00%

2019年3月 2020年3月 2021年3月

9.60 9.25 9.43

自己資本比率（%）
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中期経営計画「こうぎん新創造 第Ⅱ期：進化」2021-2023年度

 目指す姿 
地域の価値向上に

貢献する金融インフラ
◦�地域密着型金融を深化させ、
付加価値の高い金融サービス
を提供することで、お客さま
の価値向上をサポートする。

◦�地域全体の価値向上を提案し、
その活動を支援する金融イン
フラとなる。

「こうぎん新創造�第II期：進化」の３つの基本方針と５つの基本戦略
目指す姿「地域の価値向上に貢献する金融インフラ」の実現に向け、基本方針に基づく従来からの施策を

「進化」させ、新たに策定した「営業戦略」と、その効果を最大限に引き出していくための「経営基盤戦略」
に取り組んでまいります。

外 部 環 境
・新型コロナウイルスの感染拡大
・SDGs、ESGへの関心の高まり
・人口減少
・金利スプレッドの縮小
・顧客の世代交代
・デジタルネイティブ世代の成熟
・営業手法やツールの多様化
・地域金融機関を取り巻く経営環境の変化
・地方創生への取り組みの活発化
・南海トラフ巨大地震の発生リスクの高まり

2021-2023年度

中期経営計画は

「進化」のステージへ
社会環境の急激な変化を踏まえた
ビジネスモデルと財務力の向上

中
期
経
営
計
画
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前中期経営計画について

□ 主要計数目標と実績 （単位：百万円）

コア業務純益

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 1,957 1,940 2,423

実　　績 1,521 2,235 2,632

計画対比 △ 436 295 209
※コア業務純益（業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益）

（単位：％）

業務粗利益経費率

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 71.19 71.37 70.03

実　　績 73.16 72.53 74.79

計画対比 1.97 1.16 4.76
※業務粗利益経費率（（経費－機械化関連費用）÷業務粗利益）

（単位：億円）

当期純利益

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 15 15 16

実　　績 9 12 7

計画対比 △ 6 △ 3 △ 9

（単位：％）

自己資本比率

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 9.4％程度 9.3％程度 9.3％程度

実　　績 9.60 9.25 9.43

計画対比 0.20 △ 0.05 0.13

□ 地域密着型金融の深化 （単位：億円）

中小規模事業者等
向け貸出残高

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 3,968 3,985 4,003

実　　績 4,045 4,258 4,565

計画対比 77 273 562

（単位：％）

経営改善支援等の
取組比率

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

目　　標 4.83 4.92 5.00

実　　績 7.86 8.17 5.88

計画対比 3.03 3.25 0.88

　コロナ禍により厳しい状況の中、金融仲介機能を発揮して地域の中小企業の皆さまに対する資金繰り支
援に真摯に取り組み、中小規模事業者等向け貸出残高は計画を上回る実績となりました。一方、低金利環
境の継続により貸出金利息収入は計画を下回ったほか、経営改善支援を強化するため貸倒引当金の見積り
方法を変更して積み増ししたこともあって、実質与信費用は増加しました。また、経費の圧縮に努めたも
のの、資金利益や役務取引等利益が計画を下回ったこと等により、業務粗利益経費率および当期純利益は
計画未達成となりました。
　なお、預金等残高および貸出金残高は過去最高値を上回る実績で推移しております。
　今後は、新中期経営計画の達成に向け総力を挙げ取り組んでまいります。
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株式会社高知銀行《こうぎん》は、SDGs の達成に貢献するため、以下の活動を通じて共通価値を
育み、地域の持続可能性を高めていくことを宣言いたします。

こうぎんSDGs宣言

従来からの継続的取り組み 新中期経営計画での取り組み

農林水産支援室の設置
経営アドバイザーの配置
産官学民との連携によるシーズ発掘
農業・食品加工業への融資（成長分野）
こうぎん農林水産応援投融資
地域ブランド応援融資

産業・事業の特性に着目した事業性評価
農林水産業の持続的な発展に向けた支援
農林水産業へのIoT活用支援
地域のブランディング
知的資産を活用した事業展開の支援
生態系保全に貢献する事業展開への支援

経営課題解決に向けた外部機関等との連携
金融リテラシーの向上に資する各種セミナーの開催
将来世代向け教室の開催、教育活動
地域行政教育機関との連携
移動金融車の活用

人材紹介事業による本業支援の拡充
新領域サービスの開拓
地域交流活性化イベントの実施（南支店など）
事業承継支援の強化
経営改善支援の強化

環境関連融資、環境配慮型私募債
自治体新電力への出資
再生可能エネルギー・防災関連事業への融資（成長
分野）
ZEB推進、EV・ハイブリッド車の活用
地域清掃活動（お遍路ウォーキング等）

環境に配慮した事業者とのビジネスマッチング促進
環境配慮型商品の追加導入
Web会議システムの活用による脱炭素の促進
ペーパーレス化のさらなる促進
RPAの導入による省エネ化

「なでしこ銘柄」「えるぼし認定」「プラチナくるみん」
「健康経営宣言」「健康経営優良法人」
地域行政・高等教育機関との連携による地域活性化
お客さまのライフイベントへのサポート

SDGs実践に向けた産官学民との連携
ダイバーシティ＆インクルージョン経営の強化
グループガバナンスの強化
財務基盤の強化

こうぎんSDGs宣言に係る取り組みの状況� （2021年5月現在）

地域が享受する自然の恵みを守るとともに、農林
水産業をはじめとするさまざまな産業の活性化に
努めます。

Regional［地域］
コンサルティング機能を強化し、豊かな暮らしの持
続やさらなる発展に向け汗を流します。

Social［社会］

環境に配慮した活動を推進するとともに、環境保
全につながる皆さまの取り組みをサポートします。

Environment［環境］
多種多様なステークホルダーと協働することによっ
て、健全な経営を実現します。

Governance［企業統治］

Regional
［地域］

Social
［社会］

Environment
［環境］

Governance
［企業統治］
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う医療用
品不足に役立てていただくため、当行が備蓄して
いた防護服やＮ95マスク、ゴーグル等の感染対
策用品140 セットを、高知県内の感染症指定医
療機関 2 施設に寄贈いたしました。

当行は、お客さまの利便性と災害発生時に備
えることを目的として、銀行窓口機能とＡＴＭな
どを備えた移動金融車を導入しております。

中小企業の皆さまや個人のお客さまを対象と
した各種セミナーを、定期的に開催しており
ます。

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、お
取引先企業のサポートを目的とした商談会の
出展支援や、各種会議等において、Web 会
議システムを積極的に活用しております。

当行は、高知県香南市夜須町の高知県立公
園ヤ・シィパークの清掃活動を行員有志が定
期的に実施しております。

一次産業の特性に応じたサポートを一層充実
させるため、本部に「農林水産支援室」を設置
しているほか、各種商品の活用等を通じて地
域の活性化に向け取り組んでおります。
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　地域経済は、少子高齢化の進展をはじめとした中長期的な課題に加え、ポストコロナという急速かつ不
可逆的な価値観の変化が生じており、こうした変化への対応をサポートするため、以下の3つの取り組み
を重点課題として位置づけ、対応すべき時間軸に応じた視点に立って組織全体として継続的に推進するこ
とで地域経済の活性化につなげ、サステナブル社会の実現に貢献してまいります。

〔3つの重点課題〕
①お取引先に対する伴走型の本業サポート
　地域に密着した業務展開によって築いてきた、お取引先との親密な信頼関係を維持・強化し、経営の課
題や将来像を共有いたします。
　また、外部専門家や外部機関等とも協働して、お取引先のライフステージや事業の持続可能性等を適切
かつ慎重に見極めたうえで、最適なソリューション（金融支援および本業支援）を提供し、お取引先の主体
的な取り組みをサポートいたします。
　さらに、ソリューションの実行後においても伴走し、モニタリングを継続することでお取引先の成長・
発展・改善を支えてまいります。
②地域の面的再生への積極的な参画
　きめ細かなコンサルティングや事業性の目利き能力向上に向けた人財育成に努め、地域の様々な情報を
収集・分析しながら、地方公共団体等とも連携して地域の面的再生において積極的な役割を果たしてまい
ります。
③地域やお取引先に対する積極的な情報発信
　当行の地域密着型金融に対する取組状況や成果は、積極的に分かりやすい形で情報発信し、地域やお取
引先からの信頼の向上に努めてまいります。

課題と施策

基本方針
　当行は、地域の雇用を支え多様な技術等の担い手として地域にとって重要な存在である中小・零細企業
等の健全な発展に向け、深度ある対話を重ねて将来の展望を共有し、当行の金融を含むあらゆるソリュー
ションを提供してきめ細かな本業サポートに努めることを重点方針とし、地域の金融インフラとして「持
続的な地域貢献」を果たしてまいります。

中小企業の経営支援に関する取組方針

●地域ブランド応援融資   　●地域活性化応援連携融資   　●農林水産応援投融資  　 ●ＡＢＬ（動産・売掛金担保融資）　
●シンジケートローン   　●私募債   　●産学連携ファンド  　 ●地域協働ファンド   　●経営改善計画策定支援   　●事業再生支援
●動産鑑定   　●売掛債権・知的財産評価　他　

安 定 期

創業支援

ビジネスマッチング・各種商談会への出展支援

多様な資金調達手法の提供・企業価値向上に資する支援

各種支援メニュー

地域経済活性化支援機構・中小企業再生支援協議会・経営改善支援センター・事業引継ぎ支援センター・ビジネスサポートこうち・
高知県・信用保証協会・税理士・会計士・弁護士・経営コンサルタント　等

外部機関・外部専門家等

事業承継支援・Ｍ＆Ａ

海外展開・技術相談支援

経営改善・事業再生支援

創 業 期 成 長 期 低 迷 期 再 生 期

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

　地域連携ビジネスサポート部が主体となって、コンサルティング機能を発揮した地域との連携の更なる
強化を図っており、営業店や中小企業再生支援協議会等と緊密に連携し、お取引先の経営改善支援活動を
行っております。

行内体制
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経営改善支援活動
　営業店は、経営改善支援取組先への定期的な面談を行っているほか、お取引先の実態把握や経営改善に
向けた進捗状況をモニタリングしております。また、地域連携ビジネスサポート部は、「軒先顧客管理シ
ステム」を活用して営業店のモニタリングや指導を行うとともに、お取引先への帯同訪問を実施するなど、
本部と営業店が一体となってお取引先の経営改善を支援しております。
　お取引先との十分なリレーションを築きながら、様々な情報の提供や、「こうぎん・ビビッド・ファンド※1」
等を活用した資金供給の円滑化を図っているほか、外部機関と連携した支援活動にも取り組んでおります。

外部機関との連携
　事業再生支援にあたっては、中小企業再生支援協議会や株式会社地域経済活性化支援機構、事業再生の
実務家、法務・会計・税務等の外部専門家や外部機関、他の金融機関、信用保証協会、中小企業関係団体、国、
地方公共団体等からなる「中小企業支援ネットワーク」との連携も強化しております。
　また、株式会社地域経済活性化支援機構と「特定専門家派遣」に関する契約を締結しており、より実効性
の高い経営改善や事業再生支援活動を行える体制としております。
※1　こうぎん・ビビッド・ファンド
地域の成長分野に取り組むお客さまに対する当行独自の融資ファンド
対象分野：研究開発、環境・エネルギー事業、医療介護健康関連事業、高齢者向け事業、観光事業、農林水産業・農商工連携事業、防災対策事業、食料品加工・
製造関連事業

地域へのコミットメント・地域とのリレーション
　当行の主要営業基盤である高知県において「ブ
ロック・エリア制※2」を導入しており、本部と営業
店が連携して、地域と協働しながら地域経済の活
性化に積極的に貢献できるよう取り組んでおります。
※2　ブロック・エリア制
当行の高知県内営業店における店舗間連携の強化や機能特化に向けた営業態勢 
高知県産業振興計画の地域アクションプランに準じて、高知県内を7つのエリア
に区分し、さらに高知市内を7つのブロックに区分して、各地域の特性に応じ本
支店が一体となって地域の活性化をサポート

地域のお客さまとのリレーション

中小企業の経営支援に関する取組状況

（単位：先）
お取引先数 2021年3月末

高知県 8,672
高知県以外の四国島内 2,018
本州 797
全お取引先 11,487

※お取引先：単体与信先、預金取引先のうちソリューション提案先

取引先の経営改善や成長力の強化
　当行をメインバンクとしてお取引いただいてい
る企業のうち、経営指標の改善が見られたお取引
先に対する融資残高の推移は下記のとおりです。

2021年3月期

メイン先数 4,912先
メイン先の融資残高 2,645億円
経営指標が改善した先 3,177先

経営指標が改善した先の融資残高推移

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
2,103億円 2,155億円 2,301億円

ライフステージの定義

創業期…創業、第二創業から５年まで

成長期…売上高平均で直近２期が過去５期の120％超

安定期… 売上高平均で直近２期が過去５期の80％～
120％

低迷期…売上高平均で直近２期が過去５期の80％未満

再生期…貸付条件の変更または延滞がある先

その他… 財務諸表の提出を不要としている事業者ローン
のみの与信先

（単位：先、億円）
全与信先 創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期 その他

ライフステージ別の与信先数 2021年3月末 9,538 1,287 565 5,230 488 675 1,293
ライフステージ別の融資残高 2021年3月末 6,371 494 535 4,733 170 426 13

※ 全与信先数：単体与信先数

ライフステージ別の与信先数
　お取引先のライフステージや、事業の持続可能
性等を適切かつ慎重に見極めたうえで、産学官・
外部機関との連携による最適なソリューションを
提供し、お取引先の成長・発展・改善に向けて取り
組んでおります。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を
受けられた地域の皆さまに対しまして、全営業店
に相談窓口を設置いたしました。また、事業者の
皆さまの資金繰り支援や、住宅ローンをご利用の
お客さまのご相談にも真摯に対応しております。
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創業・新事業開拓支援への取り組み
　地域連携ビジネスサポート部に「医療・福祉分野」「農林水産業・食品加工分野」「防災・環境関連分野」等
の業種別支援担当者を配置し、事業化に向けたアドバイスから販路開拓のサポートまで、創業時や新事業
展開時の様々な課題を解決するための支援に取り組んでおります。
　また、創業・新事業開拓支援を積極的に推進していくために、本部所管部等による集合研修や帯同訪問
により、営業店行員の提案力向上に取り組んでおります。
 （単位：先）

創業支援先 2021年3月末
創業計画の策定支援 66
創業期の取引先への融資（プロパー） 233
創業期の取引先への融資（信用保証付） 467
上記創業支援に当行が関与した先数 666
上記創業支援に当行が関与した第二創業先数 2

※  第二創業：  すでに事業を営んでいる企業の後継者等が新事業を開始、または既存の事業を承継した事業者等が  
新事業を開始、あるいは抜本的な事業再生によって企業が業種を変えて再建するケース

コンサルティング機能の発揮
　地域経済の活性化と産業の振興に貢献していくため、高知県下の高等教育機関と連携協力協定を締結し、
人材の育成や研究成果等の事業化に向けた情報交換を行っております。
　また、認定支援機関が関わる「ものづくり補助金」や「創業補助金」ならびに高知県等の補助金公募に関
する情報を行内で共有し、お取引先等に情報を提供していくとともに、各種補助金や制度融資などの有効
活用に関する提案や申請手続きなどのサポートを積極的に行っております。
 （単位：先）

取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用を支援した先
2021年3月期

119

創業・新事業開拓の支援

多様な資金調達手法の提供
　中小規模事業者等の創業・新事業開拓に向けた資金供給に積極的に取り組んでおります。
　創業・新事業制度融資等に加えて、「こうぎん産学連携ファンド」や「こうぎん地域協働ファンド」の活用
や銀行本体からの出資等、様々なかたちで創業・新事業開拓のサポートに努めております。

当行と当行の連結子会社であるオーシャンリース株式会社は、「こうぎん地域協働投資事業有限責任組
合（通称：こうぎん地域協働ファンド）」を共同で運営し、創業や新事業展開、ベンチャー企業の支援等、
地域経済の活性化や産業振興に資する事業者の育成に向けた支援に取り組んでおります。

2021年4月には、事業者の皆さまの成長支援に、より一層関与してまいりたいと考え、「こうぎん地域
協働ファンド2号（ファンド総額3億円）」を設立いたしました。

本ファンドの活用等を通じて、地域経済の活性化に貢献してまいります。

こうぎん地域協働ファンド

　高知県内の大学等が保有する特許、研究成果等を活用し、創業・新事業の展開を目指す事業者等の
支援を行うことを目的とした「こうぎん産学連携ファンド」は、高知県内の高等教育機関や高知県産
学官民連携センター（通称：ココプラ）と連携を図っております。同ファンドを活用して、大学等と
事業者との事業化に向けた共同研究の促進に取り組んでおります。

こうぎん産学連携ファンド
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成長段階における支援

こうぎん・ビビッド・ファンド
　地域の成長分野に取り組むお客さまに対する融資ファンドとして、「こうぎん・ビビッド・ファン
ド」を取り扱っております。ファンド総額は1,500億円で、同ファンドの活用を通じて成長分野への
取り組みを推進しております。
　2021年3月期における同ファンドの分野別貸出実績は以下のとおりとなりました。また、同ファンド
の残高は、1,014億円となりました。

「こうぎん・ビビッド・ファンド」分野別実行金額
2021年3月期

件数 金額
研究開発 38 4,959
環境・エネルギー事業 60 5,028
医療介護健康関連事業 46 2,932
高齢者向け事業 4 450
観光事業 7 1,450
農林水産業・農商工連携事業 24 939
防災対策事業 15 1,100
食料品加工・製造関連事業 21 1,109

合　計 215 17,969

（単位：件、百万円）

成長分野への取り組み
　高知県では、「高知県産業振興計画」を策定し、高知県経済の活性化と浮揚に向け官民一体で取り組んで
おりますが、当行は、同計画の主要施策等を検討のうえ、今後も成長が見込まれる「医療・福祉分野」「農
林水産業・食品加工分野」「防災・環境関連分野」を成長分野と位置づけ、積極的に取り組んでおります。

一次産業の特性に応じたサポートを一層充実させるため、「地域連携ビジネスサポート部」に「農林水
産支援室」を設置しております。商談会への出展支援を通じた販路拡大や六次産業化に向けた加工技術
の紹介など、新たなビジネスマッチングの手法を取り入れつつ、コンサルティング機能の高度化と多様
化に取り組んでおります。

本部に「農林水産支援室」を設置

こうぎん農林水産応援投融資
　地域の一次産業の持続的な成長と中長期的な価値の向上に
資するため、「こうぎん農林水産応援投融資」や、同商品と
日本政策金融公庫の制度融資をパッケージ化した「こうぎん
農林水産応援連携融資」を取り扱っております。当行は、お
取引先の事業性評価を重視した融資やコンサルティング機能
を発揮し、一次産業の活性化や育成に取り組んでまいります。

こうぎん地域ブランド応援融資
　地域の商標や地域産業資源を活用した事業ならびに「高知
県産業振興計画」の地域アクションプラン認定事業等を対象
とした融資商品「こうぎん地域ブランド応援融資」や、同商
品と日本政策金融公庫の制度融資をパッケージ化した「こう
ぎん地域活性化応援連携融資」を取り扱っております。これ
ら商品の推進を通じて、地域産業資源を活用する事業者の皆
さまをサポートしてまいります。
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ビジネスマッチング等への取り組み
　お取引先のライフステージに応じたビジネスチャンス創
出のための最適なソリューション提案に努めております。
行内にビジネス情報ネットワークシステムを構築し、お取
引先のニーズを共有しており、お取引先へのソリューショ
ン提案ツールとして活用しております。
　お取引先の多様なニーズにお応えしていくために、外部
機関との業務提携によるサポートを有効に活用し、コンサ
ルティング機能の強化に取り組んでおります。
　また、2020年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止策
として非対面でのWeb商談会の開催もサポートいたしました。

担保・保証に過度に依存しない融資の促進等
　事業性評価を重視し、担保や保証に過度に依存しない融資の促進に向け、本部担当者や外部講師
による行内研修および勉強会などを開催して、業種別審査の目利き力向上やABL活用等への取り
組み強化に努めております。
　また、「事業性評価シート」や「経営課題共有シート」の作成・活用を通じてお取引先の事業内容
に対する理解を一層深めていくとともに、本部と営業店が情報を共有して適切なソリューションを
提供するなど、本業支援を積極的にサポートし、担保や保証に過度に依存しない融資につなげてま
いります。

（単位：先、億円）
2021年3月末

先数 融資残高
事業性評価に基づく融資を行っている与信先数および融資残高 1,882 2,747
上記計数の全与信先数および当該与信先の融資残高に占める割合 19.7％ 43.1％

※ 本表は、年度末時点の対象先数・残高を表示しております。
（単位：先）

事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して
対話を行っている取引先数

2021年3月末
3,601

（単位：先）
販路開拓支援先（成約先） 2021年3月末

高知県（双方が高知県内） 105
高知県以外の国内

（高知県と県外、県外と県外） 10

海外（片方が海外） 1

　地産外商支援の取り組みの一環として、高知県や高知県地産
外商公社等をはじめとした各種商談会の共催や出展支援を通じ
て、お取引先の新たな販路の開拓等のサポートに取り組んでお
ります。
　2020年度は、下記商談会を非対面によるWeb形式で開催い
たしました。

商談会への出展支援

（単位：先、億円）

ソリューション提案先
2021年3月末

先数 融資残高
全取引先 8,498 6,373
うちソリューション提案先 859（10.1％） 1,282（20.1％）

※ 全取引先：グループベースの与信先

商談会の名称 出展支援状況等 開催時期
第10回地方創生『食の魅力』発見商談会2020
データベース商談会

第二地方銀行協会加盟行
リッキービジネスソリューション株式会社 2020年8月～同年12月

第1回高知まるごと商談会 商工組合中央金庫 2020年11月

　ビジネスマッチングや福利厚生、士業相談など、多彩なサー
ビスを通じて事業者の皆さまが抱える様々な経営課題の解決を
サポートする「Kochi Big Advance」の取扱いを2020年11月
より開始いたしました。
　本サービスは、株式会社ココペリが開発・運営するBig 
Advanceプラットフォームと提携し、会員制のWebサイトに
より、全国の金融機関と連携して、地域事業者の皆さまを支援するサービスを提供しております。

「Kochi Big Advance」の取扱いを開始
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「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況
　お客さまとの保証契約につきましては、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、お客さま
の意向や経営状況等を確認のうえ、誠実に対応するよう努めております。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況
2020年10月1日 ～ 2021年3月31日  （単位：件）

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
｛（①＋②＋③＋④）／⑤｝×100 27.5％
① 新規に無保証で融資した件数 985
② 経営者保証の代替的な融資手法として、停止条件付保証契約を活用した件数 0
③ 経営者保証の代替的な融資手法として、解除条件付保証契約を活用した件数 0
④ 経営者保証の代替的な融資手法として、ABLを活用した件数 9
⑤ 新規融資件数 3,610

事業承継時における保証徴求割合（4類型）
新旧両経営者から保証徴求 ＝ ｛⑥／（⑥＋⑦＋⑧＋⑨）｝×100 3.1％
旧経営者のみから保証徴求 ＝ ｛⑦／（⑥＋⑦＋⑧＋⑨）｝×100 53.1％
新経営者のみから保証徴求 ＝ ｛⑧／（⑥＋⑦＋⑧＋⑨）｝×100 37.5％
経営者からの保証徴求なし ＝ ｛⑨／（⑥＋⑦＋⑧＋⑨）｝×100 6.3％
⑥ 代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数 2
⑦ 代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数 34
⑧ 代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数 24
⑨ 代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数 4

経営改善支援への取り組み
　営業店と本部が一体となり外部機関と連携したお取引先の経営改善支援、ビジネスマッチング等のコン
サルティング、外部機関の活用および外部専門家との連携強化を図っております。
　財務情報以外の事業の特性に着眼した「事業性評価シート」や「経営課題共有シート」を活用しているほ
か、財務情報を主体とした財務診断システムやローカルベンチマーク※3と併せて活用し、お取引先の事業
モデルの理解をより一層深めていくよう取り組んでおります。
　お取引先との“face to face”の対話によりリレーションをさらに強化して、経営改善支援に積極的に取り
組んでまいります。
※3　ローカルベンチマーク
企業の財務情報や非財務情報をもとに、経営状態を把握するためのツール

経営改善・事業再生・業種転換等の支援

  （単位：先）

経営改善計画の進捗状況
2021年3月末

先数 うち経営改善計画策定先
融資条件変更先合計 575  325 （100％）
　うち好調先 111  111 （34.1％）
　うち順調先 157  157 （48.3％）
　うち不調先 307  57 （17.5％）

※ 好調先：売上高等の指標が計画比120％超
 順調先：売上高等の指標が計画比80％～ 120％
 不調先：売上高等の指標が計画比80％未満および経営改善計画未策定先

　お取引先の経営改善支援に向けた取り組みに際しては、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の策定
をサポートするとともに、その計画の実行を完遂することに重点を置いた支援活動を行っております。経
営改善計画の策定支援等にあたっては、外部機関との連携を強化しておりますが、当行のお取引先の主体
が中小企業であることから、中小企業再生支援協議会を中心として連携を図りながら取り組んでおります。
 （単位：先）

中小企業再生支援協議会持込先数
2021年3月期

13

　お取引先への財務に関する情報提供機能強化の一環として、財務診断システムを活用した財務診断分析
資料を提供しており、お取引先と問題点を共有し、経営改善に取り組んでいくための有効なツールとして
積極的に活用していくよう努めております。本部と営業店は「軒先顧客管理システム」を活用し、アドバイ
スを行っていく態勢としております。
 （単位：先）

財務診断分析資料配布先数
2021年3月期

63
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外部連携先

高知県を中心とする中小企業事業者

一般社団法人
ビジネスサポートこうち
・	無料相談会やセミナーの開催
・		その他、経営改善に関する支援事業

高知銀行
・	BSK事業の取引先へのご案内
・		BSK専門家との面接コーディネイト

業務提携

取引先の紹介

経
営
課
題
解
決

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

相
談
依
頼

　当行が設立段階から深く関わり2018年3月に高知県内士業専門家
等で設立された「一般社団法人ビジネスサポートこうち」と2018年
4月に「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、セミナーや相談会
等の様々な連携活動を行っております。同法人と連携・協力して地域
事業者の皆さまの課題解決に向けサポートしてまいります。

「ビジネスサポートこうち」との連携

事業承継支援への取り組み
　当行では、「事業承継相談サポートシート」を活
用して、営業店と本部の連携活動の効率化を図っ
ております。また、高知県事業承継・人材確保セ
ンターなどの公的支援機関や、みずほ証券株式会
社、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターなどの事業者と
事業承継やＭ＆Ａに関するビジネスマッチング契
約を締結しており、専門的で高度なスキルが要求
される事案において外部機関と連携を図ることに
より、事業承継に係る支援態勢の強化に取り組ん
でおります。

（単位：先）

事業承継支援先
2021年3月末

61

地域密着型金融の推進に係る取組実績 
項　目 2021年3月期

経営改善支援の取り組み
（ランクアップ） 26先

経営改善計画の策定※1 39先

経営支援に係る外部支援
機関との連携※2 74先

年金相談会の開催 16回
出張税務相談会の開催 10回
創業・新事業開拓支援 67先　2,886百万円
担保・保証に過度に依存
しない融資※3 322先　35,832百万円

※1修正計画の策定支援を行った先も含めております。
※2 経営支援に係る外部支援機関との連携には、経営改善支援セン

ター、事業引継ぎ支援センター、中小企業再生支援協議会、地域
経済活性化支援機構等を含みます。

※3事業性評価融資、ABL、農業者専用ローン等を含めております。

中小企業のサポートに向けた取り組み
　お取引先の様々なニーズにお応えしていくために、外部機関との連
携によるお取引先向けセミナーや相談会を開催しております。

中小企業向けセミナー／相談会 共催／協力 開催時期

コロナ時代に合った中小企業経営セミナー 一般社団法人ビジネスサポートこうち
幡多信用金庫

2020年9月
2020年11月

新型コロナウイルス感染症に関する取り組み
　新型コロナウイルス感染症への対応融資の取扱いを開始したほか、お客さまの返済負担軽減に係る融資
条件変更手数料を無料化いたしました。また、新型コロナウイルス感染症の影響に関連する各種制度資金
等をご案内しております。
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地方創生への取り組み
　高知県と「業務連携・協力に関する包括協定」を2012年1月に締結し、様々な連携を行っており、「高知県

産業振興計画」における地域アクションプランにも積極的に関与しております。県内7地域における地域ア

クションプランの各事業に対し、地域連携ビジネスサポート部と各エリアの営業店が連携し、高知県が各

地域に配置している地域産業振興監等とのリレーションを図りながら、様々な事業に積極的に関与してお

ります。

　また、高知県内の10市町と「地域再生・活性化支援に関する連携・協力協定」を締結し、各地域の地方創

生に向けた様々な取り組みを支援しております。こうした取り組みをさらに強化していくため、本部に「地

方創生サポートデスク」を設置し、地方公共団体の地方版総合戦略の推進について、本部と営業店が連携・

協力して当行が持つ情報やノウハウ等を提供するなど、地域経済活性化のサポートに向けた取り組みを

行っております。さらに、高知市をはじめとした14市町村から地方版総合戦略推進委員を委嘱され、活動

しております。

○「地域再生・活性化支援に関する連携・協力協定」締結先
高知市、土佐清水市、梼原町、大豊町、奈半利町、黒潮町、須崎市、四万十町、室戸市、四万十市

○地方創生総合戦略会議に参画している地方公共団体
高知市、土佐清水市、梼原町、大豊町、奈半利町、黒潮町、須崎市、四万十町、室戸市、土佐町、越知町、いの町、日高村、
仁淀川町

地域の活性化に関する取組状況（地域の面的再生への積極的な取り組み）

高知県内高等教育機関等との連携
　高知県内の高等教育機関4校（高知大学、高知工業高等専門学校、高知県立大学、高知工科大学）と「産学

連携協力協定」を締結しており、各機関の得意分野を活かした人材の育成、技術相談などを通じて、地域

の発展に貢献できるよう様々な取り組みを実践しております。

　さらに、産学官連携強化のため、2015年4月に開設された「高知県産学官民連携センター（通称：ココプラ）」

等との連携をより一層強化し、次代の地域産業を担う人材の育成、各機関の研究成果等の情報交換や支援

などに取り組んでおります。

　高知工業高等専門学校が保有する研究技術（シーズ）を県内事業者に紹介し、共同研究や事業化へ
の発展につなげていくことを目的とした「シーズ発表会」を、継続的に開催しております。商品化に
向け企業との共同開発が進展している案件もあるなど、情報交換や技術相談の場として高い評価をい
ただいております。

シーズ発表会を開催
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地域やお取引先に対する積極的な情報発信
　お客さま向けの各種相談会や、セミナー等を継続的に開催しているほか、当行の地域密着型金融に対す
る取組状況や、お客さま満足度調査により得られた結果を活用した対応状況等につきまして、分かりやす
い形で情報発信し、地域やお取引先の皆さまの信頼にお応えできるよう、努めてまいります。

人材の育成
　お取引先の本業支援の基本となる事業性評価に欠かせない専門知識を持つ人材を育成するために、各種

「外部セミナー」「行内研修」「自主参加型休日セミナー」を開催するなど、人材育成に努めております。
　また、行員の資格取得を推奨しており、なかでも下記の資格については重点的に取得を推奨し、行員の
スキルアップに努めております。さらに、農業・林業・水産業の各経営アドバイザー資格を取得した行員
を高知県内6エリアに配置するなど、農林水産業の経営に関するニーズに的確に対応できるよう体制整備
に取り組んでおります。

お取引先の本業支援に関する研修 2021年3月期
研修実施回数 24回
参加者数 508人
資格取得者数（下表資格取得者ほか） 126人

 （単位：人）
主要な資格の取得者数 2021年3月期

上級農業経営アドバイザー 1
農業経営アドバイザー 29
林業経営アドバイザー 13
水産業経営アドバイザー 9
動産評価アドバイザー 25
M＆Aシニアエキスパート 31

産学連携による地域教育活動
　地域の子どもたちを対象に、高知工業高等専門学校との共催による「こども金融・科学教室」や、高知大
学との共催による「こどもサッカー教室」なども継続的に開催しております。これらの活動を通じて、次世
代育成支援や地域貢献活動に積極的に取り組んでおります。

本編には、金融庁が2016年9月に公表した「金融仲介機能のベンチマーク」に基づく計数の一部を交えて
掲載しております。

中
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トピックス

地域のイベント等をサポート

働きがいのある職場づくりへの取り組み

お遍路ウオーキングを実施

2021年1月に新築移転した当行南支店は、
スペースの一部を地域の皆さまとの憩いの場と
して提供し、併設するカフェ内で地域イベントや
セミナー等を開催するなど、幅広い世代の方が
集まることのできる施設としております。

3月にはお取引先の音楽関係団体に所属する
生徒によるミニコンサートの開催をサポートいた
しました。

当行は、女性活躍推進に優れた上場企業として、経済産業省と東京
証券取引所が共同で実施する「なでしこ銘柄」に2年連続して選定され
ました。

また、経済産業省および日本健康会議が実施する、従業員等の健康
管理を経営的な視点で考え戦略的に取り組んでいる法人を認定する
制度である「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に3年連続して認
定を受けました。

ほかにも、従業員の健康増進のためにスポーツの実施や健康管理に
向け積極的な取り組みを行っている企業とし
て、スポーツ庁から「スポーツエールカンパ
ニー」の認定を受けております。

これからも、職員が仕事と子育てを両立し
ながらその能力を最大限に発揮できるよう、
職場環境の整備を進めてまいります。

行員の社会貢献活動への啓発と「おもてなし
文 化 」の習 得を目的とした「こうぎんお遍 路
ウォーキング」を11月3日に開催いたしました。
当行本店から、高知市郊外の「善楽寺」までの往
路約6キロを、清掃活動を行いながらウォーキン
グをし、「善楽寺」では、お遍路さんに飲み物や
お菓子を提供する「お接待」を体験し、約80名の
参拝客の方をおもてなしいたしました。
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　高知銀行グループでは、市場規律を踏まえた自己責任原則の下で経営の透明性を向上させるとともに、アカウンタ
ビリティーとディスクロージャーの強化によって、ステークホルダーとの円滑な関係を維持し、同時にコンプライアン
スやリスク管理を徹底していくことで、一層強靭な経営体質を築くよう努めております。

取締役会
当行の取締役会は、2021年6月30日現在、取締役8名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。取締

役会は、法定の決議事項に加え、重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基準に
基づき、報告を受け、協議を行い、または決議しております。また、取締役は、自らの責任において、業務の健全
性と適切性の確保に努めております。取締役会は、毎月1回以上開催することとしております。

経営会議
経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定および経営の統制の適切性と円滑化の確保

を図ることを目的としております。経営会議は、代表取締役および経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に
定めた取締役および執行役員をもって構成しております。経営会議は、原則として毎月1回以上開催することとし
ております。

監査役会
当行は、監査役制度を採用しており、2021年6月30日現在の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名で、このうち3

名（常勤1名、非常勤2名）は社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッフを1
名配置しております。また、当行の社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との
間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしております。

指名報酬委員会
指名報酬委員会は、2021年6月30日現在、取締役4名（うち社外取締役3名）、社外監査役3名で構成しております。

指名報酬委員会は、取締役等の候補者等の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化する
ことを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。

会計監査人の氏名または名称
　当行が、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査を受けている監査人は有限責任あずさ監
査法人です。

当行の機関の内容 

コーポレート・ガバナンスの状況

連携

連携

コーポレート・ガバナンス体制図

報告

監査

監査役会取締役会

経営会議 会計監査人

監査部
各種委員会等

♦コンプライアンス委員会
♦リスク管理委員会

連結子会社

営業店 本部

株　　主　　総　　会
選任／解任

諮問／答申

選任／解任 選任／解任

監視／
検証

指名報酬委員会
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１. 取締役および職員等の職務の執行が法令および定
款に適合することを確保するための体制

（1） 取締役および職員等は、法令等の遵守は経営の最
重要課題であると明記した「コンプライアンス規
程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程類
を遵守する。

（2） コンプライアンス委員会を設置し、コンプライア
ンス全般に関する事項について審議・決定し、取
締役会に定期的に報告もしくは付議する。

（3） コンプライアンスに関する統括部署としてコンプ
ライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコ
ンプライアンス責任者として、その下にコンプラ
イアンス担当者を配置したコンプライアンス体制
を構築する。

（4） 事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を
取締役会において策定し、コンプライアンス統括
部は全体の進捗状況および評価等についてコンプ
ライアンス委員会および取締役会へ報告する。

（5） コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとと
もに、各種研修の場においてもコンプライアンス
についての啓蒙時間を設ける。

（6） 不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや
連続休暇制度等の職場離脱制度を実施する。

（7） 法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止
および早期発見、自浄プロセスの機動性向上等の
ために「企業倫理ホットライン」を設け、この運
営を確保するために「内部通報制度実施規程」を
整備する。

（8） 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に
係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に
基づき財務報告の有効性を確保するための体制を
整備する。

（9） 監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内
部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。

（10） 監査役は、取締役および職員等の法令等遵守体制、
リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正
かつ適時に開示するための体制について、取締役
が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、
必要に応じて改善を助言または勧告する。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理
に関する体制

（1） 職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規
程類に基づき、適切に管理する。

（2） 取締役の意思決定に係る文書については、各会議
体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定める
とともに、議事録を作成し、適切に保存および管
理する。

（3） 内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括
部が一元管理するとともに、関係各部と連携して
研修や臨店等で周知・徹底する。また、開示情報
も経営統括部が統括・管理を行う。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1） 信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレー

ショナル・リスクについてリスク管理方針を定め

リスクを統合的に管理する。
（2） リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク

管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理す
る。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与える影
響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場
合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急
時の管理体制を敷く。

（3） 取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢
の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執
行を決定し、リスク管理に係る事項について付議
または報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。

（4） リスク管理プログラムならびに各種施策を取締役
会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況
については担当取締役が取締役会に報告する。

（5） 事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会
で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施する
とともに取締役会に監査の実施状況および結果に
ついて定期的に報告する。

（6） 自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止
等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最
小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を図るた
め、平時からの危機管理態勢を構築する。

（7） 地震の発生や病原菌感染の拡大等においても、継
続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に
基づき、決済機能等を円滑に運行する体制を確保
する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

（1） 取締役および職員等の職務の執行が効率的に行わ
れるよう、職務権限規程を制定し業務遂行におけ
る取締役、本部および営業店の各職位の権限と責
任を明確にする。

（2） 取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位
会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効
率的に行うことができるように、各会議体の権限
を明確にする。

（3） コンプライアンスに関する諸問題についてはコン
プライアンス委員会で審議したうえで、取締役会
に付議する。

５. 次に掲げる体制その他の当行および当行子会社か
ら成る企業集団（以下、「当行グループ」という。）
における業務の適正を確保するための体制

（1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行
への報告に関する体制

 ・  関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報
告すべき事項を定め、業績や財務状況について
は毎月、その他業務執行に係る重要事項につい
ては随時報告を求めて、適切に管理する。

（2） 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

 ・  リスク管理方針において当行グループのリスク
管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、
グループ全体のリスクを統括的に管理する。

 ・  当行グループの平時からの危機管理態勢を構築

内部統制システムに関する基本的な考え方
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するため、危機管理規程を定めるとともに、当
行ならびに子会社各社で業務継続計画（BCP）
を定め、経営統括部が統括的に管理する。

（3） 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制

 ・  子会社においても、業務の決定および執行につ
いての相互監視が適切になされるよう、取締役
会と監査役を設置する。

 ・  関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規
程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行
に際して適切な管理・指導を行う。

（4） 子会社の取締役等および職員等の職務の執行が法
令および定款に適合することを確保するための体制

 ・  子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定
にも当行が関与し、進捗状況等については当行
取締役会で検証するとともに、当行監査部にお
いて子会社の法令等の遵守状況等について監査
する。

 ・  子会社においてもそれぞれコンプライアンスに
関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配
置する。

６. 監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを
求めた場合における当該使用人に関する事項

（1） 監査役の職務を補助するため、監査役と協議のう
えで必要な人員を常時配置する。

７. 前号の職員の取締役からの独立性および当該職員
に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1） 監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職
員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を
受けない。

（2） 監査役の職務を補助する常勤者の任命および異動
については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、
これを尊重する。

（3） 監査役の職務を補助する常勤者の人事考課につい
ては、監査役会の同意を得る。

８. 次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に
関する体制

（1） 当行の取締役および職員等が監査役に報告をする
ための体制

 ・  当行の取締役および職員等は、職務の執行状況
等について、監査役から報告を求められた場合、
速やかに適切な報告を行う。

 ・  内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホッ
トライン」を用いて役職員が監査役に通報でき
る制度を定める。

 ・  法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす
恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合
に監査役に報告する時期・方法等について明記
し、役職員に周知徹底する。

（2） 子会社の取締役・監査役および職員等またはこれ
らの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告
をするための体制

 ・  子会社の役職員等は、職務の執行状況等につい
て、当行監査役から報告を求められた場合、速
やかに適切な報告を行う。

 ・  内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホッ
トライン」を用いて子会社の役職員等が当行監
査役に通報できる制度を定める。

９. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

（1） 内部通報制度実施規程において、報告をした者が
当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受け
ないことを定める。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払また
は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

（1） 監査役がその職務の執行について、当行に対して
費用の前払等の請求をしたときは、担当部署におい
て審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当
該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

（1） 株主総会に提出する監査役選任議案については、
あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。

（2） 監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、
コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出
席できることを各規程において明記する。

（3） 監査部監査で得た情報については必要に応じて監
査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する
旨を監査規程に定める。

（4） 代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会
社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状
況、監査上の重要課題等について意見交換をする。

（5） 監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調
査を求めることができる。

（6） 監査役および監査役会が会計監査人と定期的に会
合を持つなど緊密な連携を保ち、積極的に意見お
よび情報の交換を行い、効率的な監査を実施する
体制を確保する。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および
体制

 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力から
の不当要求は断固として拒絶する。

（1） 反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス
統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責
任者とする。新聞報道や営業店等からの反社会的
勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統
括部署で一元管理する。

（2） 「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定
し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に
向けた取組みを推進する。

（3） 反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管
轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。
また、各地の公安委員会が開催する｢不当要求防
止責任者講習｣を積極的に受講する。
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　当行は、銀行に課せられた高い公共性と重い社会的使命を全うするため、法令等はもとより、社会的規範を厳格
に遵守し、良識ある経営姿勢を維持しなければならないと考えております。こうした基本方針を堅持するために「行
動憲章」を定めるとともに、全役職員に対し、行動憲章に則った行動指針「倫理法令遵守の基本方針（コンプライアンス
ポリシー）」を徹底しております。
　また、役職員一人ひとりが社会人としての良識をもち、高い職業倫理観に裏付けられた自律をもってルールを遵
守するとともに、内部検証の機能を発揮させることで、お客さまや社会からの信用・信頼を確保することを経営の
基本方針としております。

法令等遵守（コンプライアンス）体制 

取 締 役 会 監査役会
取締役代表取締役社外取締役 監査役

コンプライアンス委員会

モニタリング報告（内部通報含む） 監査 協議・指示 指示

監視・検証

コンプライアンス担当取締役

コンプライアンス連絡会

コンプライアンス責任者

コンプライアンス担当者

各業務部門・営業店・連結子会社

コンプライアンス統括部

監

査

部

諮
問

答
申

全職員（責任者・担当者を含む）

人

事

部

コンプライアンス体制図

　当行では、各部店の長をコンプライアンス責任者に、次席者をコンプライアンス担当者に任命し、部店内における法令
等遵守状況の第一次チェックを行っております。
　第一次チェックの結果は、コンプライアンス統括部が二次的に検証しております。また、事務システム部が内部
事務手続きの調査を行い、監査部が業務運営に関する監査を行っており、これらの検証結果を受けて、各業務所管
部が連携し、問題部店に対する業務改善の指導を行っております。
　さらに、コンプライアンス統括部が、業務運営におけるコンプライアンスの徹底状況を監視し、問題事案に関しては
所管部に対し実態の調査や是正指示を行うとともに、重要事項についてはコンプライアンス統括部担当取締役を長とす
るコンプライアンス委員会で審議したうえで取締役会に付議・報告する体制としております。
　こうした体制を監査部が検証し、状況に応じて改善勧告が取締役会に対し行われ、監査役会が経営全般に関する
内部統制機能を監査し、アドバイスを行っております。
　コンプライアンス委員会は、委員長をコンプライアンス統括部担当取締役、委員をその他の常勤取締役と5部長で
構成しており、当行が法令等を遵守するとともに、自浄能力のある組織であり続けるために、コンプライアンスに
関する事項について、報告を受け、審議を行い、または決議しております。
　コンプライアンス委員会は原則3カ月ごとに開催することとしておりますが、必要がある場合には随時開催して
おります。

コンプライアンス体制

　コンプライアンスを実践するために、業務場面での具体的な行動指針等を示した「コンプライアンス・マニュアル」
と役職員に配布している携帯用の「コンプライアンスチェックカード」により、研修等を通じて周知徹底を図ってお
ります。
　また、各部店におけるコンプライアンスマインドの浸透を高めるため、業務遂行にあたって特に留意すべき法令
やルール等の遵守状況を問う「コンプライアンス・自己チェックシート」を作成しており、コンプライアンス統括部
はこれらを用いてモニタリングを行っております。
　これらのコンプライアンス体制整備や周知徹底に係る計画は、年度ごとにコンプライアンス委員会での審議を経
て、取締役会が決議のうえ、「コンプライアンス・プログラム」として定めております。また、本プログラムの進捗
状況も取締役会が検証し、内部統制の実効性を確保しております。

コンプライアンス活動
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　当行は、金融機関に対する公共の信頼を維持し、反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力への
対応に係る基本方針」を制定し、全行をあげて反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に向けた取り組みを推進
しております。
　また、反社会的勢力への対応をホームページで公開し、更なる周知を図っております。また、反社会的勢力への
対応を統括する部署を設置するとともに、外部関係機関との連携を密にするなど、態勢を整備しております。

反社会的勢力への対応

　当行では、法令等違反による不祥事の防止および早期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクのコント
ロール並びに社会的信頼の確保のために「企業倫理ホットライン」を設けております。併せて、通報者保護（不利益
処分禁止・報復禁止・匿名性確保）を第一とする「内部通報制度実施規程」を定め、内部通報制度の実効性の確保に努
めております。

内部通報制度

　当行は、時々変化する国際情勢等の動向やリスクの変化等に機動的に対応していくため、コンプライアンス統括
部担当取締役をマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る責任者とし、適時・適切にリスクの特定・評
価を行い、リスクに見合った低減措置を講ずる「リスクベース・アプローチ」の手法を用いて実効的な管理態勢を構
築し、組織全体としてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度化に取り組んでおります。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組み

オペレーショナル
リスク

［リスク統括部署］
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主要なリスクの管理体制概要図

　金融情報技術の発達に伴い、金融機関が抱えるリスクも多種多様化しております。こうしたなか、銀行が経営の
健全性を確保しながら収益性の向上を図っていくためには、様々なリスクを的確に把握し、適切にマネジメントす
ることが不可欠です。
　当行グループでは、リスク管理体制の強化・充実を経営の最重要課題であると認識しており、取締役会等の指示
のもとで、「リスク管理方針」を制定し、さらに信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リス
クなど各種リスクの管理規定やリスク毎の年度管理プログラム等を定め、リスク管理委員会やリスク主管部が中心
となって、リスク管理に取り組んでおります。また、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクを計量
化することにより、経営体力の範囲内で適切にリスクをコントロールする統合的リスク管理を実践しており、今後
もリスク管理の実効性向上に努めてまいります。なお、市場リスクについては、2017年4月より有価証券と預貸金
に分けてリスク量を計測しております。
　また、「BCP（業務継続計画）」を定めることにより、地震の発生や病原菌感染の拡大時等においても、金融シス
テムの機能維持に必要な業務を継続するための体制を整備しております。
※ 本項におきまして、各種リスクの管理体制に加え、自己資本比率規制第3の柱（市場規律）（銀行法施行規則第19条

の2第1項第5号ニ等に規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項（平成26年金融庁告示
第7号））に基づく「定性的な開示事項」について記載しております。

リスク管理体制 

リスク管理の状況
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自己資本管理
　当行では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスク量と自己資本の相対比較、与信
集中リスクや金利リスクが自己資本に与える影響度の分析、また、上記以外のリスク、例えば風評リスクの顕在化等
によって必要となる対応策の分析・検討等により自己資本の充実度を評価・確認しております。
　また、自己資本比率を指標とし、十分な自己資本を確保するよう努めております。なお、当行は国内基準を適用
のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
　自己資本の構成および自己資本比率につきまして、単体は2ページを、連結は資料編の4ページをご覧ください。

　信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含みます）の価値が減少ないし消
失し、損失を被るリスクをいいます。
　当行では、個別債務者に対する厳正な与信審査・管理を行うことで個別債務者の信用リスクを管理するとともに、
与信ポートフォリオ管理を行うことにより、信用リスクの分散にも留意しております。
　審査部門（融資統括部）は債務者の財務状況、資金使途、返済財源や返済計画等の的確な把握に努め、審査および
管理を行っております。与信実行後は随時に自己査定を行い、債務者の信用状況把握に努めております。自己査定とは、
債務者区分および担保・保証等の状況をもとに、債権の回収の危険性の度合いに応じて資産の分類を行うものです。
その結果については与信管理部が経営陣に報告しております。
　当行では、信用格付制度を導入しております。信用格付制度は、個別債務者に信用度に応じた格付を付与して分
類するもので、案件審査や与信管理、与信ポートフォリオのモニタリングを行う際に、本格付を利用しております。
　銀行全体の与信ポートフォリオについては、リスク管理部門（与信管理部）が、業種集中度合や大口集中度合等のモ
ニタリングを定期的に行い、適切なポートフォリオ管理に努めております。リスク管理部門は、モニタリング結果を
定期的に経営陣に報告しております。
　また、信用リスクの計量化を行い、信用リスク管理に活用しております。

自己査定、償却・引当
　当行では、自己査定基準を定め、貸出金等保有する全ての資産について、回収の可能性などに応じて自己査定を
行っております。貸出金等の与信関連資産の自己査定は、「信用リスク評価／格付・自己査定システム」を利用する
ことにより、信用変化の都度査定する随時査定方式を採用しており、第一次査定を営業店が、第二次査定を融資統
括部が行っております。その他資産については各々の所管部が査定を実施しており、与信管理部がこれら全ての自
己査定を統括するとともに、内部監査部門である監査部が自己査定体制の監査を行っております。
　貸倒引当金は、償却・引当基準に基づいて計上しており、債務者区分が「正常先」「要注意先」に該当する債権につ
いては、一定の種類毎に分類し、過去の貸倒実績から計算した将来の予想損失額を一般貸倒引当金に計上しており
ます。計画要注意先については、経営改善支援を強化するため2020年度に見積もり方法を変更のうえ引当金を積み
増ししております。「破綻懸念先」に該当する債権については、過去の貸倒実績から今後一定期間の予想損失額を見積
もり、個別貸倒引当金に計上しております。なお、「要管理先」「破綻懸念先」に該当する債権のなかで、キャッシュ・
フローを合理的に見積もることができる大口債務者についてはDCF法を適用し貸倒引当金を計上しております。「実
質破綻先」「破綻先」に該当する債権については、担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額
ならびに清算配当等が見込まれる額を除いた額について貸倒償却するか、または個別貸倒引当金として計上してお
ります。

標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
　リスクウェイトを算出する際に使用する格付機関は、株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付
研究所（JCR）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍoody�s）、S&Pグローバル・レーティング（S&P）
の4社を採用しており、国内法人等向けエクスポージャーには、R&I、JCRを適用し、海外法人等向けエクスポージャー
には、Ｍoody�s、S&Pを適用しております。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
　当行では、貸出等の与信行為を行うにあたり、返済能力等について十分な審査を行った上で、信用リスクを軽減
するために、担保や保証等をお願いすることがあります。担保の種類としては、預金､有価証券、不動産等があり、
保証には、信用保証協会、政府関係機関、地方公共団体および債務者の親会社による保証等があります。また、与
信行為を行う際に遵守すべき基本的な手続と管理、その他標準的な担保・保証の種類、担保の評価方法、掛目およ
び不動産等の定期的な評価の洗い替え等に関する規定を定めております。
　預金との相殺を行う与信取引としては、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、
外国為替、デリバティブ取引等があり、銀行取引約定書や行内規定等に基づいて手続を行っております。

信用リスク管理
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　なお、自己資本比率算出にあたっては、金融庁告示の要件を満たす適格担保、また、貸出金と自行預金の相殺を
信用リスク削減手法として適用し、リスク・アセットを削減しております。

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針および手続の概要
　当行における派生商品取引としては、スワップ関連取引、外国為替先物予約取引、債券先物取引、株価指数先物
取引等があります。派生商品取引における取引相手の信用リスクについては、取引相手毎に信用状況に見合った限
度額を設定し、管理しております。

証券化エクスポージャーに関する事項
　当行では、証券化商品への投資は市場金融部で実施しております。そのためのリスクを認識し、評価・計測等の
モニタリングを行い、担当取締役等経営陣への報告を行う態勢としております。
　また、当行以外がオリジネーターとなっている証券化商品を投資家として保有することがあり、その場合「金融
商品会計に関する実務指針」等に従い、適正に会計処理を行うこととしております。
　証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額は「外部格付準拠方式」ならびに「標準的手法準拠方式」によ
り算出しており、リスク・ウェイト判定には、R＆I、JCR、Moody�s、S＆Pの4つの適格格付機関を利用しております。
なお、証券化エクスポージャーの種類に応じた適格格付機関の使い分けは行っておりません。

　市場リスクとは金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債（オフ
バランスを含みます）の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリス
クをいい、主に金利リスク、為替リスク、価格変動リスクに分けられます。
　当行では、リスク管理部門において、下記の金利リスクをはじめとした市場リスク量を計測し、また、ストレス・
テストを行うことにより、金利・株式市場が大きく変動した場合に、当行の自己資本に与える影響について試算し
ております。
　リスク管理部門は、市場リスクの状況について、定期的に経営陣に報告しており、リスク管理委員会等において、
市場リスクが当行の自己資本の一定範囲内に収まっていることを確認するとともに、市場リスクのコントロールに
関する方針の検討を行っております。

出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要
　出資等のリスク管理につきましては、リスク管理部門において定期的にリスクを評価し、その状況について経
営陣への報告を行っております。
　リスク評価の方法としては、上場株式等につきましては時価評価およびバリュー・アット・リスク（VaR）により
リスク量を計測し、あらかじめ定めたポジション枠の遵守状況をモニタリングしております。

金利リスクに関する事項
■リスク管理の方針および手続の概要
○リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

当行は、安定的な収益を確保していくため、市場金利が変動することによって保有する資産・負債等の経済価値
に及ぼす影響をモニタリングしつつ、金利リスクをはじめとする各種リスクの適切なコントロールに努めておりま
す。

銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB：Interest Rate Risk in the Banking Book）については、月次計測しリスク統
括部署がモニタリングするとともに、リスク管理委員会に報告し厳正な管理に努めております。

○リスク管理およびリスク削減の方針に関する説明
⊿EVEについては、自己資本の一定割合を超過することがないよう基準を設けて管理しております。

○金利リスク計測の頻度
IRRBBはリスク統括部署である経営統括部が毎月末日を基準日として計測しております。

○ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明
⊿EVEが自己資本の一定割合を超過するなど、金利リスクが過大であると認識した場合には、当該有価証券の売

却や金利スワップを活用することなどによってリスクを削減いたします。

■金利リスクの算定手法の概要
○開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび⊿NIIならびに銀行がこれらに追加して自ら開示を行う金利

リスクに関する事項

市場リスク管理
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　流動性リスクとは、資金の運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難
になる場合や、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより、損失を被るリスクをいいま
す。また、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な条件での取引を余儀
なくされることにより損失を被るリスクをいいます。
　当行の流動性リスクの主管部である市場金融部は、資金繰り部門（市場運用室）と事務処理およびリスク管理の担
当部門（市場事務室）を分離することにより、牽制機能が働く体制としております。市場金融部は、リスクの分析結
果を定期的に取締役およびリスク管理委員会に報告しております。

流動性リスク管理

　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的
な事象により、損失を被るリスクをいいます。
　当行では、リスク管理にかかる基本方針として、「リスク管理方針」を制定し、そのなかでオペレーショナル･リスク
については、事務リスク、システムリスク、法務リスク、風評リスク等に分けて管理し、それぞれのリスクを統括す
る事務システム部、コンプライアンス統括部、経営統括部等がリスクの洗い出し、損失の程度の判断、モニタリング、
管理を行うとともに、業務運営部署を指導監督しております。

オペレーショナル・リスク管理

・ 流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　2021年3月末基準における流動性預金全体の金利改定の平均満期は、2.98年です。

・ 流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　流動性預金全体の金利改定の平均満期を推計するにあたり、最長の金利改定満期を10年としております。

・ 流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）およびその前提
　金利リスクの算定にあたり、普通預金などの満期のない流動性預金については、コア預金モデル（内部モデル）
を使用して将来の預金残高を推計し実質的な満期を計測しております。
　なお、コア預金の内部モデルは預金残高の流出および滞留と金利更改の2つのモデルを使用して平均残存年限を
算出しております。

・ 固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約に関する前提
　固定金利貸出の期限前償還率および定期預金の期限前償還率については、金融庁が定める前提を使用しており
ます。

・ 複数の通貨の集計方法およびその前提
　金利リスクの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しております。なお、全通貨間の合算
にあたり相関は考慮しておりません。

・ スプレッドに関する前提
　スプレッドおよびその変動は考慮しておりません。

・ 内部モデルの使用等、⊿EVEおよび⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
　該当事項はありません。

・ 前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　2021年3月末の⊿EVEは11,901百万円（前期末比＋1,703百万円）となっております。
　なお、同月末の⊿NIIは979百万円です。2020年3月末については、開示初年度であるため記載しておりません。

・ 計測値の解釈や重要性に関するその他の説明　
　⊿EVEは、コア資本の20％以内で推移しており、金利リスクとして問題のない水準であるものと認識しております。

○銀行が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示
告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利
リスクに関する事項
・ 金利ショックに関する説明

　当行では、IRRBB以外にも貸出金、預金、有価証券などの計量可能なリスクについて、100ベーシス・ポイント・
バリュー（100BPV）（注１）、ギャップ分析（注２）、バリュー・アット・リスク（VaR）（注３）などの計測手法を用いて計量
化しております。（注４）

（注1）100BPV ･ ･ ･ 金利が1％変化した場合の現在価値の変化額
（注2）ギャップ分析 ･ ･ ･ 資産・負債の残高を将来の金利改定期毎に集計して、そのギャップを分析する方法
（注3）VaR ･ ･ ･ 一定の確率の下での予想最大損失額
（注4）金利リスクの算定にあたり、預金や貸出金の期限前解約・返済は考慮しておりません。

・ 金利リスク計測の前提およびその意味
　VaRの計測手法には分散共分散法を用いており、過去1年間のヒストリカル・データに基づき、保有期間は、債
券60営業日、純投資株式60営業日、政策投資株式240営業日、投資信託60営業日、預貸金120営業日とし、信頼区
間片側99.0％によりリスク量を集計しております。
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事務リスク管理
　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故、不正等を起こすことにより、損失を被るリスクを
いいます。
　当行では、取扱商品の多様化や事務処理量の増大に対応して、リスクの把握、管理に努めるとともに、各種事務
取扱要領等の整備のほか、営業店への臨店指導や行内事務研修を適宜実施しております。これらを通じて、事務処
理水準の向上や不適切な事務処理の防止に努めております。

システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤操作等に加え、システムの不備等や、コンピュー
タが不正に使用されることにより、損失を被るリスクをいいます。
　銀行業務の多様化や、ネットワーク取引の増加等により、システム障害が社会生活に与える影響はますます大き
くなっております。
　当行では、情報資産保護に関する基本方針（セキュリティポリシー）のもと、安全対策基準（セキュリティスタン
ダード）を定め、これらに則ってシステムリスクに対応する体制としており、システムの安全かつ安定した稼動に
万全を期しております。

法務リスク管理
　法務リスクとは、法令等のルールに違反することや契約締結の不備といった法律上の問題を原因として、損失あ
るいは取引上のトラブルなどが発生するリスクをいいます。
　銀行の業務の多様化やそれに伴う新たな金融ルールの制定など銀行を巡る環境が大きく変化するなか、様々な法
務リスクが銀行の経営には潜んでおります。
　当行では、これらのリスクを極小化するため、主に予防法務に重点を置き、管理方針を定めたうえで、コンプラ
イアンス統括部が弁護士などの専門家や部署間と連携を行いながら法的チェックを実施するとともに、研修などを
通じて法務リスク管理に対する意識の向上に努めております。

風評リスク管理
　風評リスクとは、評判の悪化や風説の流布等により、当行の信用が低下し、損失を被るリスクのことをいいます。
　当行では、伝達媒体を通じて風評情報について定期的にモニタリングを実施しており、また、風評リスクへの対
応方法を定めることにより、リスク発生の予防等に努めております。

　リスク管理委員会は、各部からの報告を踏まえてオペレーショナル・リスクについて審議・検証を行っておりま
す。
　なお、当行では、自己資本比率算出上のオペレーショナル･リスク相当額の算出にあたっては、「基礎的手法」を採
用しております。
注 ： 「基礎的手法」とは、自己資本比率算出において、オペレーショナル・リスク相当額を算出するための一手法であり、1年間の業務粗利益の

15％の直近3年間の平均値をもとに算出するものです。

　自己資本の充実の状況に関する「定量的な開示事項」につきましては、資料編のP. 41 ～ P. 47をご覧ください。
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金融再生法開示基準に基づく債権自己査定 リスク管理債権

2021年3月末（単位：百万円）

対象債権

貸出金（破綻先債権・延滞債権
は未収利息不計上）

破綻先債権
（     782）

延滞債権
（ 26,800）

3カ月以上延滞債権
（          ー）

貸出条件緩和債権
（  2,007）

計（ 29,590）

対象債権

貸出金、外国為替、仮払金、
支払承諾見返、金融機関保証
付私募債、未収利息

破産更生債権および
これらに準ずる債権

（ 4,686）

危険債権
（ 23,072）

対象債権

破綻先債権
（     799）

実質破綻先債権
（  3,886）

破綻懸念先債権
（ 23,072）

要管理先債権
（   2,458）

その他要注意先債権
（ 73,636）

正常先債権
（578,533）

貸出金、外国為替、仮払金、
支払承諾見返、金融機関保証
付私募債、未収利息

要
注
意
先
債
権

要管理債権
（   2,007）

計（ 29,766）

正常債権
（739,858） （注）「金融機能の再生のための緊急措置に関

する法律」（金融再生法）では、開示基準の対
象を貸出金だけではなく、支払承諾見返や金融
機関保証付私募債等を含む総与信としております
（ただし、要管理債権は貸出金に限定）。また、
財務内容を踏まえた債務者単位で分類しており
ます。

（注）破綻先債権、延滞債権
については、自己査定区分
で破綻懸念先以下に区分し
た債務者に係る全貸出金を、
担保保全の状況如何にか
かわらず開示しております。
　リスク管理債権の貸出金
残高に占める割合は3.94％
ですが、これらの債権の
76.55％を担保・保証等や
貸倒引当金で保全しており
ます。

保全率

100％

76.73％

19.78％

小計 76.55％

　当行は、不良債権発生の未然防止に努めるとともに、お取引先企業等に対する経営改善支援活動
にも積極的に取り組み、資産の健全性維持に注力しております。また、「信用リスク評価／格付・
自己査定システム」を導入し、信用変化の都度査定する随時査定方式により個別に査定し、厳正に
貸倒引当処理を行う一方、担保処分や貸出債権売却等の不良債権の最終処理にも努めております。

● 破産更生債権およびこれらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権
およびこれらに準ずる債権

●危険債権
債務者が経営破綻状態にいたっていないが、
財政状態および経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収および利息の受取
ができない可能性の高い債権

●要管理債権
自己査定区分による「要注意先」のうち、「3
カ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和
債権」

●正常債権
債務者の財政状態および経営成績に特に問
題がないものとして、「破産更生債権および
これらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管
理債権」以外のものに区分される債権

●破綻先債権
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続
していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸
倒償却を行った部分を除く。以下「未収利
息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第97号）第96
条第1項第3号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第4号に規定する事由が生じて
いる貸出金

●延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権および債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出
金以外の貸出金

●3カ月以上延滞債権
元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日
を起算日として3月以上遅延している貸出
金で、破綻先債権および延滞債権に該当し
ない貸出金

●貸出条件緩和債権
債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取決めを行った貸出金で破綻先
債権、延滞債権および3カ月以上延滞債権
に該当しない貸出金

「金融再生法開示基準に基づく債権」の 
総与信額に占める割合
（2021年3月末）

金融再生法に基づく開示債権の推移

金融再生法開示債権の状況

総与信額
769,624百万円

破産更生債権および
これらに準ずる債権 0.60% 危険債権 2.99%

3.86%

要管理債権
0.26%

正常債権
  96.13%

2019年3月

5,125

1,4501,450

22,742

29,318

2021年3月

4,686

2,007

23,072

29,766

2020年3月

5,000

1,2871,287

22,015

28,303

4.11 3.863.86

破産更生債権および
これらに準ずる債権（百万円）

危険債権（百万円）
要管理債権（百万円）

不良債権
比率（%）
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　地域金融機関である当行の使命は、地域金融の円滑化と信頼される金融商品の提供にあると考え
ております。
　2021年3月末の預金等残高1兆503億円のうち高知県内のお客さまからお預け入れいただいている
預金等残高は8,630億円で、全体の82.16%を占めております。
　2021年3月末の貸出金残高7,502億円のうち高知県内向け貸出金は5,006億円で、当行の貸出金全体
の66.73％を占め、また、当行の貸出金残高の78.34％は中小企業や個人のお客さまへのご融資となっ
ております。
　これからも、地域に根ざした金融機関として、地域社会の発展に貢献し、お客さまそれぞれのニー
ズにお応えできる金融機関を目指してまいります。

地域密着型金融の実践

主な業績の推移

2019年3月 2020年3月 2021年3月

83,714 85,690 87,234
（単位：百万円）

地方公共団体に対する融資残高の推移

地方公共団体とのお取引 

地域別預金等残高（2021年3月末）  うち高知県内預金等残高

その他 6.57％
香川県 1.33％
徳島県 4.49％

愛媛県 5.42％ 高知県
82.16％

預金等残高
1兆503億円

高知県内
預金等残高
8,630億円

金融機関・
政府公金

5.42％
一般法人
23.93％

個人
70.64％

地域別貸出金残高（2021年3月末）  うち高知県内貸出金残高

貸出金残高
7,502億円愛媛県 9.95％

徳島県 3.57％
香川県 2.52％

その他
17.21％

高知県
66.73％

大企業その他
20.68％

中小企業等
（中小企業、自営業、個人）

79.31％

高知県内
貸出金残高
5,006億円

主
な
業
績
の
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大企業その他 21.65%0.39%

中小企業等
（中小企業、自営業、個人）

78.34%99.60%

貸出金残高貸出先件数

中小企業等に対する貸出金の比率
（2021年3月末）

2019年3月 2020年3月 2021年3月

534,774 555,968
587,726

76.56 77.79 78.34

中小企業等貸出金残高（百万円） 貸出金に占める比率（%）

中小企業等に対する貸出金残高の推移

中小企業等に対する貸出金 

住宅ローン11.87%

その他ローン3.26%
24,502百万円

89,054百万円

その他の貸出金84.86%

貸出金
750,220百万円

2019年3月 2020年3月 2021年3月

86,459 88,423 89,054

27,051 26,635 24,502

113,510 115,058 113,556

住宅ローン（百万円） その他ローン（百万円）

個人ローン（住宅ローン・その他ローン）残高の比率
（2021年3月末）

個人ローン残高の推移

個人ローン 

「第二地銀の地元におけるシェア」におきま
して、高知銀行はおかげさまで地域の皆さま
から高いご支持をいただいております。

	●高知県内の計数を対象としています。その
他金融機関には、「大手銀行など・地方銀
行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合・
労働金庫・農協・ゆうちょ銀行」を含み
ます。

	●「月刊金融ジャーナル増刊号金融マップ
2021年版」調べ

地元における「預貯金・貸出金」シェア（2020年3月末）

高知銀行シェア
全国第5位

高知銀行シェア
全国第2位

その他金融機関シェア

13.9%

86.1%
その他金融機関シェア

24.2%

75.8%

預貯金
残高

貸出金
残高

主
な
業
績
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移
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2019年3月 2020年3月 2021年3月

637,295 638,076
673,050

67.03 65.41 64.07

個人預金残高（百万円） 個人預金比率（%）

2019年3月 2020年3月 2021年3月

31,274

41,380
2,043
74,697

25,006

44,340
1,927
71,273

29,073

46,687
1,441
77,201

投資信託（百万円） 生保窓販（販売累計額）（百万円） 国債（百万円）

個人預金の推移  預り資産の推移 

個人のお客さまへ

金融リテラシー向上への取り組み

金融リテラシーとは金融に関する知識や情報を正しく理解し、主体的に判断することができる能力であり、社会
人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくうえで欠かせない生活スキルです。金融リテラシーを身に
付けるためには、「知識の習得に加え、健全な家計管理・生活設計の習慣化、金融商品の適切な利用選択に必要な着
眼点等の習得、必要な場合のアドバイスの活用などが重要」と言われています。 　　　 は、お客さま向け金融セ
ミナー等を積極的に開催しております。金融にまつわるお悩みごと、  　　　 にお気軽にご相談ください。

2020年3月期 2021年3月期※3

お客さま向けセミナーの開催数※1 134回 67回
行員向けセミナー受講者数※2 6,018名 4,014名
※1 お客さま向け「投資信託セミナー」「生命保険セミナー」「年金相談会」「税務相談会」の開催数合計です。
※2 本部集合研修と自主参加型セミナーの受講者数（延べ）合計です。
※3 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、開催を一部控えております。

ファミリー世代

給与振込・自動送金・公共料金自振・よさこいカード

インターネットバンキング・インターネット投信・高知銀行アプリ

積立投資信託・ｉＤｅＣｏ・国民年金基金

マイカーローン・フリーローン・
教育ローン・カードローン

投資信託・ＮＩＳＡ・積立ＮＩＳＡ

資産運用セミナー・税務相談会

個人年金保険・医療保険・がん保険・火災保険・一時払終身保険

年金受取予約・年金受取

積立式定期・財形預金・定期預金・外貨定期預金 ねんきん定期・退職金専用定期

ジュニアＮＩＳＡ 教育資金贈与専用口座・信託業務

年金相談会

住宅ローン・リフォームローン
・耐震リフォームローン

リバースモーゲージ
住宅ローン

キャリアスタート世代
資産形成期

セカンドライフ世代 シニア世代
承継期

便利に
利用する

借りる

ご相談

備える

資産運用期

主
な
業
績
の
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主要な業務内容

業務のご案内

預金業務
●預金
当座預金、普通預金（決済用預金含む）、貯蓄預金、通知預金、定
期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、非居住者円預金、外
貨預金等を取り扱っております。

●譲渡性預金
譲渡可能な定期預金を取り扱っております。

貸出業務
●貸付
手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。

●手形割引
銀行引受手形及び商業手形の割引を取り扱っております。

商品有価証券売買業務
国債等公共債の売買業務を行っております。

有価証券投資業務
預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、
その他の証券に投資しております。

内国為替業務
送金為替、振込及び代金取立等を取り扱っております。

外国為替業務
輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各種業務を行って
おります。

社債受託及び登録業務
担保附社債信託法による社債の受託業務、公共債の募集受託及び登
録に関する業務を行っております。

ソリューション業務
提案型営業として、ビジネスマッチング、海外展開・技術相談支援
等を通じた販路・販売拡大、事業承継支援・M＆A、各種セミナー
の開催等を行っております。

附帯業務
●代理業務
・日本銀行歳入代理店及び国債代理店業務
・地方公共団体の公金取扱業務
・勤労者退職金共済機構等の代理店業務
・株式払込金の受入代理業務及び株式配当金、公共債元利金の支払代理業務
・日本政策金融公庫等の代理貸付業務
・信託代理店業務

●保護預り及び貸金庫業務
●有価証券の貸付
●債務の保証（支払承諾）
●公共債の引受
●国債等公共債及び投資信託の窓口販売
●損害保険の窓口販売
●生命保険の窓口販売
●コマーシャル・ペーパー等の取扱
●全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）の取扱
●金融商品仲介業務
●確定拠出年金受付業務

お客さま相談室…銀行への苦情や要望をお気軽に
　  　　　　 では、お客さまからの苦情、ご要望や個人情報に関するご相談にお応えするため、「お客さま相談室」
を設置しております。
　銀行業務に関してお困りのことや  　　　　 へのご意見、ご要望がございましたら、遠慮なくお申し付けください。
○お客さま相談室　受付時間：平日9：00～17：00（銀行休日を除く）TEL：088-871-1187

当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

経営のご相談…力を合わせて
　  　　　　 では、ご融資先の中小企業の皆さまに、経営に関するご相談や財務分析資料などの情報を提供しております。
○地域連携ビジネスサポート部　受付時間：平日9：00～17：00（銀行休日を除く）　TEL：088-822-9311（代表）

相談窓口…地域金融の円滑化に向けて
　  　　　　 では、中小企業や個人事業主の皆さまの資金調達や借入金のご返済に関するご相談、および個人のお客
さまの住宅資金借入れのご返済に関するご相談等を承っております。
　この窓口は下記のとおり設置しておりますので、お気軽にご相談ください。

設置場所 受付時間 電話番号

銀行営業日
全営業店   9：00 ～ 15：00 －

［電話によるご相談や苦情など］
地域連携ビジネスサポート部   9：00 ～ 17：00 0120–775–788

日曜日 こうぎんローンセンター 10：00 ～ 17：00 0120–712–362

ご相談窓口

業
務
等
の
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内
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店舗ネットワーク 

徳 島 県八幡浜

宇和島

城辺

清水

中村

大正

梼原

佐賀

窪川

池川
越知
佐川

宇佐

高岡

伊野

嶺北

高知市内
後免
南国
十市 野市

山田

赤岡
安芸
中芸

新居浜
池田

阿南

徳島

高松今治

松山

愛 媛 県

高 知 県

香 川 県

豊永

横浜ニュータウン

高知市内
福井 万々

東久万 久万川橋 薊野 一宮

高知

朝倉
旭
西／梅田橋

本町／県庁

北

帯屋町東 ちより街

御座
JR土讃

線
大津

路面
電車

本店

針木 朝倉南

春野

神田
南

竹島 三里

高須
中央市場

長浜

岡山 大阪
東京

宿毛

須崎東／須崎

室戸／吉良川

2021年6月30日現在

お問い合わせ         0120-712-362

高知市堺町5-15（高知銀行本店南側）
営業日・営業時間
平　日  午前10：00 ～午後 7：00
日曜日  午前10：00 ～午後 5：00
※日曜日が祝日の場合も営業いたします。
※休業日：  土曜日、日曜日以外の祝日、年末年始、

5月の連休

お問い合わせ         0120-077-085

　　   　  相続&暮らしのサポートプラザ
高知市帯屋町2丁目2-14 OKAMURA帯屋町ビル3階
営業日・営業時間
平日  午前10：30 ～午後 7：00
※休業日：  土日祝日、年末年始、5月の連休

お問い合わせ         0120-501-235

　　   　  久万川橋プラザ
高知市塩田町12-3（高知銀行久万川橋支店北隣）
営業日・営業時間
平　　日　午前 9：00 ～午後 5：00
土日祝日　午前10：00 ～午後 5：00
※休業日：年末年始、5月の連休

中央公園

ト
ー
エ
イ

パ
ー
キ
ン
グ P

こうぎんローンセンター

路面電車

堀詰（電停）

はりまや橋

高
知
銀
行

本

　
　店

こうぎん相続&暮らしの
サポートプラザ

　　　    ローンセンター
　 　　　　　　ローンセンターでは、住宅ロー
ンや各種ローンおよび住宅金融支援機構に
関する皆さまのご相談、お申込みを承って
おります。
　また、日曜日には、中小企業の皆さま等
の資金繰り等に関する休日相談窓口も設置
しております。お気軽にご利用ください。

　　　    プラザ
　 　　　　　　相続&暮らしのサポートプラ
ザ・  　　　 久万川橋プラザでは、各種
ローンや資産運用等に関するご相談、お
申込みを承っております。
　お客さまの立場にたって、様々な商品の
中からお客さまのライフスタイルに合わせ
てアドバイスいたします。お気軽にご利用
ください。

ローンセンター・プラザ

　お客さまの利便性向上と災害発生時に備えることを目的として、
銀行窓口機能とATMなどを備えた移動金融車を導入しております。

移動金融車

ネットワーク業
務
等
の
ご
案
内
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店舗一覧 2021年6月30日現在

店番 店名 住所 電話番号

高知県（58店舗）
高知市（31店舗）
●■ 1 本店営業部 高知市堺町2番24号 088-822-9311
● 2 東支店 高知市はりまや町一丁目13番26号 088-883-4401
● 3 西支店 高知市上町五丁目4番5号 088-822-8163
● 70 梅田橋支店 高知市上町五丁目4番5号 

高知銀行西支店内
088-822-8163

● 4 南支店 高知市桟橋通二丁目12番8号 088-831-5261
● 5 北支店 高知市北本町一丁目13番7号 088-822-5257
● 6 本町支店 高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル内 088-822-5251
● 89 県庁支店 高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル内 

高知銀行本町支店内
088-822-0118

● 7 ちより街支店 高知市知寄町二丁目1番37号 ちより街テラス2F 088-882-5124 
● 8 中央市場支店 高知市弘化台12番12号 088-882-4880
● 9 朝倉支店 高知市鴨部高町5番11号 088-844-2704
● 10 長浜支店 高知市長浜796番1 088-842-2281 
● 56 万々支店 高知市中万々 22番3 088-875-7201 
● 57 久万川橋支店 高知市塩田町12番3号 088-875-6251
● 58 高須支店 高知市高須三丁目3番35号 088-882-8115 
● 59 一宮支店 高知市一宮中町一丁目8番7号 088-845-5111
● 61 竹島支店 高知市竹島町3番地1 088-831-7121
● 62 帯屋町支店 高知市帯屋町一丁目9番12号 088-824-6711
● 63 旭支店 高知市旭町三丁目94番地 088-822-0251
● 64 福井支店 高知市福井町558番地 088-825-2911
● 65 三里支店 高知市仁井田1902番地 088-847-5341
● 66 大津支店 高知市大津乙1236番地1 088-866-4005
● 67 薊野支店 高知市薊野西町三丁目18番3号 088-845-9050
● 69 朝倉南支店 高知市朝倉南町6番8号 088-844-5421 
● 73 神田支店 高知市神田1007番地3 088-831-8220
● 75 東久万支店 高知市東久万192番地1 088-873-8221
● 77 島支店 高知市 島二丁目3番43号 088-883-2511
● 78 春野支店 高知市春野町弘岡中1645番地1 088-894-2888
● 80 御座支店 高知市南御座10番31号 088-882-8411
● 82 針木支店 高知市朝倉西町二丁目16番12号 088-840-6711

● 83 横浜ニュー 
タウン支店 高知市横浜新町三丁目312番地 088-842-4411

室戸市（2店舗）
● 13 室戸支店 室戸市浮津794番地2 0887-22-1520
● 14 吉良川支店 室戸市浮津794番地2 

高知銀行室戸支店内
0887-22-1520

安芸郡（1店舗）
● 53 中芸支店 安芸郡奈半利町乙1645番 0887-38-4905 

安芸市（1店舗）
● 16 安芸支店 安芸市本町二丁目1番11号 0887-35-3141

香南市（2店舗）
● 17 赤岡支店 香南市赤岡町横町ノ西474番1 0887-55-3101
● 72 野市支店 香南市野市町西野2706番地11 0887-56-2105

香美市（1店舗）
19 山田支店 香美市土佐山田町西本町三丁目2番2号 0887-52-2171

南国市（3店舗）
● 20 後免支店 南国市後免町一丁目8番34号 088-863-2155
● 68 南国支店 南国市大埇甲1445番地 088-864-0551
● 85 十市支店 南国市緑ヶ丘二丁目1703番地 088-865-5900

長岡郡（1店舗）
21 豊永支店 長岡郡大豊町東土居218番地4 0887-75-0231

土佐郡（1店舗）
● 23 嶺北支店 土佐郡土佐町田井字舞田1447番地 0887-82-0461

吾川郡（2店舗）
● 25 伊野支店 吾川郡いの町新町80番 088-892-1262

31 池川支店 吾川郡仁淀川町土居甲1020番地 0889-34-2316

店番 店名 住所 電話番号

土佐市（2店舗）
● 27 高岡支店 土佐市高岡町甲1879番地3 088-852-1131

28 宇佐支店 土佐市宇佐町宇佐1239番地1 088-856-1111

高岡郡（5店舗）
● 29 佐川支店 高岡郡佐川町字西町甲1514番地 0889-22-1151
● 30 越知支店 高岡郡越知町越知甲1479番地2 0889-26-1151
※ 33 梼原支店 高岡郡梼原町梼原1444番地1 0889-65-0186
● 34 窪川支店 高岡郡四万十町茂串町1番31号 0880-22-1261
● 35 大正支店 高岡郡四万十町大正380番地 0880-27-0341

須崎市（2店舗）
● 79 須崎東支店 須崎市緑町1番35号 0889-43-1112
● 32 須崎支店 須崎市緑町1番35号 高知銀行須崎東支店内 0889-43-1112

幡多郡（1店舗）
● 36 佐賀支店 幡多郡黒潮町佐賀510番地1 0880-55-2345

四万十市（1店舗）
● 37 中村支店 四万十市中村一条通一丁目54番地 0880-34-3161

土佐清水市（1店舗）
● 38 清水支店 土佐清水市清水ヶ丘5番15号 0880-82-0350

宿毛市（1店舗）
　 86 宿毛支店 宿毛市宿毛5376番地2 0880-63-0770

徳島県（3店舗）
40 徳島支店 徳島市東船場町二丁目32番地 088-653-6111
43 阿南支店 阿南市日開野町西居内459番6 0884-22-2704
44 池田支店 三好市池田町マチ2203番地9 0883-72-1125

愛媛県（6店舗）
45 城辺支店 南宇和郡愛南町城辺甲2288番地 0895-72-1221
46 宇和島支店 宇和島市新町二丁目2番8号 0895-22-5745
47 八幡浜支店 八幡浜市須崎2番地の第2 0894-22-1820

　■ 48 松山支店 松山市南堀端町5番地5 089-921-5101
　■ 49 今治支店 今治市大正町二丁目4番地14 0898-32-4540

50 新居浜支店 新居浜市徳常町5番20号 0897-33-5585

香川県（1店舗）
　 51 高松支店 高松市築地町16番17 087-834-0111

岡山県（1店舗）
※ 55 岡山支店 岡山市北区駅元町15番1号 086-251-3301

大阪府（1店舗）
※■ 52 大阪支店 大阪市西区北堀江一丁目1番21号 06-6531-2766

東京都（1店舗）
※■ 60 東京支店 千代田区岩本町三丁目10番7号 03-3865-1781

インターネット専用支店 よさこいおきゃく支店 0120-098-950

現金自動設備（ATM・CD）の土・日・祝日の稼働状況
● 土曜日・日曜日・祝日の稼働店  　● 土曜日の稼働店
※ 梼原支店・岡山支店・大阪支店・東京支店は現金自動設備を設置して

おりません。
■ 外国為替取扱店

※ 移動金融車のATMは上記設置状況に含めておりません。

現金自動設備設置状況
店舗内 63カ所 113台
店舗外 118カ所 123台
合　計 181カ所 236台

※ 梅田橋支店、県庁支店、吉良川支店、須崎支店はブランチ・イン・ブ
ランチ方式で営業しております。

店舗数
本支店 71店舗※

インターネット専用支店 1店舗
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役 員 

取締役会長 森　下　勝　彦 〔代表取締役〕

取締役頭取 海　治　勝　彦 〔代表取締役〕

常務取締役 三　宮　昌　子 （営業本部長）

常務取締役 成　瀬　　　洋  

常務取締役 田　村　　　忍 （与信管理部長）

取　締　役 北　川　展　子 （非常勤）

取　締　役 井　奥　和　男 （非常勤）

取　締　役 近　谷　逸　郎 （非常勤）

常勤監査役 山　田　　　浩
常勤監査役 吉　田　　　剛
監　査　役 久保田　寿　一 （非常勤）

監　査　役 清　藤　智　彦 （非常勤）

(注) 1.  取締役北川展子、井奥和男及び近谷逸郎は、会社法第2条第15号に定める
社外取締役であります。

 2.  監査役山田浩、久保田寿一及び清藤智彦は、会社法第2条第16号に定める
社外監査役であります。

 3.  取締役北川展子は、婚姻により、戸籍の氏を永房姓へ変更いたしましたが、
旧姓の北川にて弁護士業務を行っております。

取締役会長
（代表取締役） 森　下　勝　彦 取締役頭取

（代表取締役） 海　治　勝　彦

株式の状況 2021年3月31日現在

株式地域別分布（普通株式）

普 通 株 式
発 行 可 能 株 式 総 数 40,900,000株
発 行 済 株 式 の 総 数 10,244,800株
株 主 数 5,631名
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所市場第一部
証 券 コ ー ド 8416

第 1 種 優 先 株 式
発 行 可 能 株 式 総 数 40,900,000株
発 行 済 株 式 の 総 数 7,500,000株
株 主 数 1名

高知県
44.60%

東京都
31.13%

その他
8.30%

愛媛県
4.93%

国外
3.86%

香川県
3.06%

大阪府
2.69%

徳島県
1.43%

10,244,800株

株式所有者別分布（普通株式）

10,244,800株

その他
国内法人
28.91%

金融機関
24.70%

個人・その他
40.60%

外国法人・個人
3.88%

地方公共団体
0.00%

自己名義
0.83%

証券会社
1.05%

2021年6月30日現在
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沿　革 

1930年 1月 高知無尽株式会社設立

1948年 4月 新資本金2百万円

1949年 8月 新資本金1千万円

1950年10月 新資本金2千万円

1951年10月 株式会社高知相互銀行に商号変更

1952年 4月 新資本金5千万円

1953年 7月 新資本金1億円

1954年11月 新資本金2億円

1960年10月 高知市堺町に現本社屋完成、本社移転

1961年12月 新資本金3億円

1964年12月 新資本金6億円

1971年 7月 新資本金12億円

1972年 5月 高知市本町に事務センター完成

1973年12月 子会社「有限会社高財社」設立

1974年10月 子会社「オーシャンリース株式会社」設立

1975年 7月 新資本金18億円

1975年 7月 オンライン稼動開始

1976年 3月 外国為替業務開始

1977年 1月 子会社「有限会社高財社」、
株式会社に組織変更

1977年 4月 子会社「株式会社高財社」株式譲受
による子会社化

1978年 7月 新資本金27億円

1979年 8月 子会社「株式会社高銀ビジネス」設立

1982年 6月 「金」の窓口販売取扱開始

1983年 4月 公共債窓口販売取扱開始

1986年 6月 債券ディーリング業務取扱開始

1987年 8月 子会社「株式会社高知ジェーシービー」設立

1989年 2月 普通銀行に転換し株式会社高知銀行に
商号変更

1989年12月 新資本金52億5千万円

1995年 5月 子会社「株式会社高銀ビジネス」新資本金
10百万円

1995年 6月 信託代理業務取扱開始

1995年12月 子会社「株式会社高財社」新資本金10百万円

1996年 6月 子会社「オーシャンリース株式会社」、
ベンチャーキャピタル業務開始

1997年 4月 子会社「株式会社高銀システムサービス」設立

1999年12月 投資信託窓口販売開始

2000年 3月 新資本金113億円

2000年12月 子会社「株式会社高知ジェーシービー」、
「株式会社高知カード」に商号変更

2001年 2月 子会社「株式会社高知カード」、
VISAカード業務取扱開始

2001年 4月 損害保険窓口販売開始

2002年10月 生命保険窓口販売開始

2004年 4月 子会社「株式会社高銀ビジネス」と
「株式会社高財社」が合併、
存続会社を「株式会社高銀ビジネス」に

2004年10月 子会社「株式会社高銀ビジネス」と
「株式会社高銀システムサービス」が合併、
存続会社を「株式会社高銀ビジネス」に

2006年 2月 新資本金120億44百万円

2006年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場

2009年 1月 新基幹系システム稼働

2009年12月 新資本金195億44百万円

2013年11月 東京証券取引所市場第一部に指定

2016年 4月 子会社「こうぎん地域協働投資事業
有限責任組合」設立

2017年12月 子会社「こうぎん地域協働投資事業
有限責任組合」受入出資金6億円に増額

高知無尽（株）

（株）高知相互銀行

（株）高銀ビジネス

（株）高知銀行

オーシャンリース（株）

（株）高知カード

（株）高財社

（有）高財社

こうぎん地域
協働投資事業
有限責任組合

（株）高銀システム
サービス

 （株）高知　
ジェーシービー

金融関連業務銀行業務
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高知銀行グループ  

連結子会社の概要

■ 銀行業 ■ リース業

■ クレジットカード業

株式会社 高銀ビジネス オーシャンリース 株式会社

株式会社 高知カード
こうぎん地域協働投資事業有限責任組合

住　所：高知市本町三丁目３番４号
資本金：1,000万円
設　立：1979年（昭和54年）８月22日
業　務： 現金精査管理、用度品の調達・販売・管理、

機械建物の保守警備、清掃管理業務、文書等
集配、現金自動設備の保守運行管理業務

住　所：高知市知寄町一丁目4番30号
　　　　YKSちよりビル3F
資本金：2,000万円
設　立：1974年（昭和49年）10月１日
業　務： リース業務等
https://www.ocean-lease.jp/

住　所：高知市知寄町一丁目4番30号
　　　　YKSちよりビル2F
資本金：2,000万円
設　立：1987年（昭和62年）８月18日
業　務： クレジットカード業務（JCB、VISA、Master）
http://www.kochicard.co.jp/

住　　　所：高知市はりまや町一丁目５番28号
受入出資金：6億円
設　　　立：2016年（平成28年）4月1日
業　　　務： 投資業務

　高知銀行グループは、当行および連結子会社４社で構成され、銀行業務のほか、リース業務、クレジットカード業務などの
金融サービスに係る事業を行っております。

　 ではお客さまに安心してお取引いただけるよう、
ホームページで経営情報の開示や商品のご紹介、営業の
ご案内等、各種の情報をタイムリーに発信しております。
さらに、ローンのインターネットお申し込みやインターネット
投資信託、外為Webサービス等もご利用いただけます。
　2021年6月には、お客さまの利便性、操作性の向上を
図るため、ホームページを全面リニューアルいたしました。

https://www.kochi-bank.co.jp/

ホームページからの情報発信

株式会社　高知銀行　本店ほか支店71店

連結子会社
株式会社　高銀ビジネス

こうぎん地域協働投資事業有限責任組合

株式会社　高知カード

オーシャンリース　株式会社

銀行業高
知
銀
行
グ
ル
ー
プ クレジットカード業

リース業 連結子会社

連結子会社

2021年6月30日現在
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